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令和６年に実施した定期監督等の結果を公表します 

～ 63.6％の事業場に労働基準関係法令違反があり是正を指導、 

また、「労働条件の明示」について規制の見直しに伴い違反率が上昇 ～ 

 

徳島労働局（局長 亀井崇）では、令和６年に管内の４つの労働基準監督署が実施

した定期監督等（※）の結果について取りまとめましたので、公表します。 

徳島労働局では、今後も、監督指導の実施、また、労働基準関係法令の丁寧な周知

啓発により、事業場における法令遵守の徹底を図り、安全で健康に働くことができる

環境の整備に向けた取組を実施していきます。 

 
＜実施状況のポイント＞ （詳細は資料１～３を参照） 

■ 令和６年に定期監督等を実施した事業場数は 1,716 事業場であり、このうち、
1,091事業場（63.6％）で労働条件管理・安全衛生管理に係る労働基準関係法令
違反が認められ、是正を指導しました。 （資料３の表１及びグラフ参照） 

■ 主な違反は、 
・機械・設備等の危険防止の「安全基準」に関する違反 ・・・302 事業場（17.6％） 
・「労働条件の明示」に関する違反               ・・・179事業場（10.4％） 
・「労働時間」に関する違反              ・・・179事業場（10.4％） 
・「割増賃金」に関する違反             ・・・176事業場（10.3％） 
・「年次有給休暇管理簿」に関する違反        ・・・157事業場（ 9.1％） 
となっています。 （資料３の表３及びグラフ参照） 

■ 業種ごとの主な違反を見ると、 
・製造業・・・・・・・・・・・・・・・・安全基準    （25.2％） 
・建設業・・・・・・・・・・・・・・・・安全基準    （23.0％） 
・運輸交通業・・・・・・・・・・・・・・労働条件の明示 （31.3％） 
・商業・・・・・・・・・・・・・・・・・労働条件の明示 （19.6％） 
・保健衛生業・・・・・・・・・・・・・・労働条件の明示 （22.5％） 
・接客娯楽業・・・・・・・・・・・・・・労働条件の明示 （37.4％） 

となっています。 （資料３の表４参照） 

 
※ 労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法等に基づき事業場に対して監督指導を実施
し、労務管理・安全衛生管理の状況を確認して是正・改善を指導しています。監督指導には、
「定期監督等」、申告監督、再監督があり、「定期監督等」とは、管内の状況を踏まえ定期的
に、あるいは働く人からの情報や労働災害の報告等を契機として実施する監督指導のことです。 

令和７年 10月 30日（木） 

【照会先】 

徳島労働局労働基準部監督課 

監 督 課 長  松浦 和久 

監察監督官  森田 宏明 

（電話）  088－652－9163 
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＜当局の監督指導方針＞ 

■ 労働契約締結時の労働条件の明示や、労働時間の適正な管理、健康診断の実施

などの基本的な労働条件が確保されるよう、監督指導を徹底します。 

■ 説明会の開催等により、あらゆる機会を通じて事業主等に対して法制度の周知

を図ります。また、県内全ての労働基準監督署に設置している「労働時間相談・

支援コーナー」できめ細かな相談・支援を実施し、企業の御希望に応じて訪問で

の支援を行います。「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関

するガイドライン」の周知を徹底し、賃金不払残業の防止を図り、時間外労働・

休日労働に関する労使協定を適正に締結するよう関係労使に周知します。 

■ 長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害の防止に向け、１か月 80 時間

を超える時間外労働・休日労働の疑いがある事業場や、過労死等に係る労災請求

が行われた事業場に対して監督指導を徹底します。 

■ 重大・悪質な法違反が認められた事業場については、司法処分を含め厳正に対

処します。 

 

 

 

 

 

資料１ 監督指導の一般的な流れ 

資料２ 定期監督等における主な違反の事例 

資料３ 定期監督等の結果の詳細 

参考資料１ リーフレット「2024年４月から労働条件明示のルールが変わりました」、

モデル労働条件通知書 

参考資料２ 労働時間適正把握ガイドライン（労働時間の適正な把握のために使用者

が講ずべき措置に関するガイドライン） 
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監督指導の一般的な流れ 
 

 

 

 

資料１ 
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定期監督等における主な違反の事例 
 

（１）労働基準法関係 
  ① 労働時間〔労働基準法第 32条・40条〕 

〔事例〕 

時間外労働・休日労働に関する労使協定（通称「3 6
さぶろく

協定
きょうてい

」）を締結し労働基準監督署

に届けることなく、法定労働時間を超えて労働させた。 

時間外労働・休日労働に関する労使協定において締結した時間外労働の時間の限度

（例：１か月 45時間）を超えて時間外労働をさせた。 

 

  ② 割増賃金〔労働基準法第 37条〕 

〔事例〕 

時間外労働・休日労働を行わせているのに、法定の計算による割増賃金（時間外労働

は通常の賃金の２割５分以上、休日労働は３割５分以上）を支払っていなかった。 

   
③ 年次有給休暇〔労働基準法第 39条〕 

〔事例〕 

年次有給休暇の付与日数が年 10日以上の労働者に対し、基準日（年休発生日）から

１年以内に、労働者ごとに年５日の年休を時季を指定して与えていなかった。 

 

④ 労働条件の明示〔労働基準法第 15条〕 

〔事例〕 

労働契約の締結に際し、労働契約の期間や労働時間、賃金に関することなどを、書面

を交付する等の方法により明示していなかった。 

   

⑤ 年次有給休暇管理簿〔労働基準法施行規則第 24条の７〕 

〔事例〕 

労働者ごとに、年次有給休暇を与えた時季、日数、基準日を記載する年次有給休暇管

理簿を作成していなかった。 

 

 

（２）労働安全衛生法関係 
  ① 機械・設備等の危険防止の安全基準〔労働安全衛生法第 20、21及び 23条等〕 

〔事例〕 

手すりがついていない足場等安全基準を満たしていない設備や有効な安全装置が保

持されていない機械を労働者に使用させ、危険防止措置を講じていなかった。 

 

  ② 健康診断〔労働安全衛生法第 66条〕 

〔事例〕 

常時使用する労働者について、１年に１回、定期健康診断を実施していなかった。 

深夜業（22時～５時）に従事する労働者について、６か月以内ごとに１回、定期健康

診断を実施していなかった。 

 

資料２ 
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定期監督等の結果の詳細 

 

表１ 定期監督等の実施状況の推移 
 

監督実施年 
平成

27年 

平成

28年 

平成

29年 

平成

30年 

令和

元年 

令和

２年 

令和

３年 

令和

４年 

令和

５年 

令和

６年 

監督実施事業場数 1,259 1,405 1,615 1,477 1,083 1,373 1,406 1,407 1,712 1,716 

うち労働基準関係

法令違反事業場数 
819 819 939 898 737 876 887 930 1,099 1,091 

割合 65.1% 58.3% 58.1% 60.8% 68.1% 63.8% 63.1% 66.1% 64.2% 63.6% 
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表２ 主な業種別の違反状況（令和６年） 
 

業 種 製造業 建設業 
運輸交通

業 
商業 

保健衛生

業 

接客娯楽

業 

監督実施事業場数 377 722 80 163 151 91 

うち労働基準関係

法令違反事業場数 
265 366 60 136 107 74 

割合 70.3% 50.7% 75.0% 83.4% 70.9% 81.3% 

 

資料３ 
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表３ 主な違反状況の推移（全業種計） 

 

監督実施年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

監督実施事業場数 1,373 1,406 1,407 1,712 1,716 

うち労働基準関係

法令違反事業場数 

876 

63.8％ 

887 

63.1％ 

930 

66.1％ 

1,099 

64.2％ 

1,091 

63.6％ 

主
な
労
働
基
準
関
係
法
令
違
反
の
内
訳 

労働時間 
154 

11.2% 

176 

12.5% 

160 

11.4％ 

205 

12.0％ 

179 

10.4％ 

割増賃金 
107 

7.8% 

160 

11.4% 

143 

10.2％ 

164 

9.6％ 

176 

10.3％ 

労働条件の

明示 

117 

8.5% 

118 

8.4% 

100 

7.1％ 

152 

8.9％ 

179 

10.4％ 

年次有給休暇 
35 

2.5% 

118 

8.4% 

136 

9.7％ 

150 

8.8％ 

104 

6.1％ 

年次有給休暇

管理簿 

43 

3.1% 

128 

9.1% 

125 

8.9％ 

186 

10.9％ 

157 

9.1％ 

安全基準 
263 

19.2% 

261 

18.6% 

241 

17.1％ 

303 

17.7％ 

302 

17.6％ 

健康診断 
96 

7.0% 

97 

6.9% 

109 

7.7％ 

109 

6.4％ 

153 

8.9％ 

※上段は違反事業場数、下段は監督指導実施事業場のうちの違反事業場の割合 
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表４ 主な業種別の主な違反状況（令和６年） 
 

業 種 
全業種

計 
製造業 建設業 

運輸交

通業 
商業 

保健衛

生業 

接客娯

楽業 

監督実施事業場数 1,716 377 722 80 163 151 91 

うち労働基準関係

法令違反事業場数 

1,091 

63.6％ 

265 

70.3% 

366 

50.7% 

60 

75.0% 

136 

83.4% 

107 

70.9% 

74 

81.3% 

主
な
労
働
基
準
関
係
法
令
違
反
の
内
訳 

労働時間 
179 

10.4％ 

66 

17.5% 

12 

1.7% 

20 

25.0% 

28 

17.2% 

16 

10.6% 

15 

16.5% 

割増賃金 
176 

10.3％ 

59 

15.6% 

11 

1.5% 

10 

12.5% 

30 

18.4% 

29 

19.2% 

22 

24.2% 

労働条件の

明示 

179 

10.4％ 

35 

9.3% 

6 

0.8% 

25 

31.3% 

32 

19.6% 

34 

22.5% 

34 

37.4% 

年次有給休暇 
104 

6.1％ 

27 

7.2% 

3 

0.4% 

15 

18.8% 

23 

14.1% 

12 

7.9% 

20 

22.0% 

年次有給休暇

管理簿 

157 

9.1％ 

38 

10.1% 

7 

1.0% 

13 

16.3% 

26 

16.0% 

19 

12.6% 

33 

36.3% 

安全基準 
302 

17.6％ 

95 

25.2% 

166 

23.0% 

7 

8.8% 

10 

6.1% 

0 

0.0% 

2 

2.2% 

健康診断 
153 

8.9％ 

58 

15.4% 

8 

1.1% 

11 

13.8% 

25 

15.3% 

18 

11.9% 

21 

23.1% 

※上段は違反事業場数、下段は監督指導実施事業場のうちの違反事業場の割合 
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２
４
年
４
月
か
ら

が
変
わ
り
ま
し
た

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます

明示のタイミング 新しく追加される明示事項

全ての労働契約の締結時と
有期労働契約の更新時

1．就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の
締結時と更新時

2．更新上限（通算契約期間または更新回数の上限）の有無と内容

併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する
場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になり
ます。

無期転換ルール※に基づく
無期転換申込権が発生する

契約の更新時

3．無期転換申込機会

4．無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態
に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約
労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算５年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めの

ない労働契約（無期労働契約）に転換する制度です。

詳しくは裏面や

厚生労働省ホームページ

もご覧ください！
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（2024年9月）

労
働
条
件
明
示
の

無期転換申込機会の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※3に、無期転換を申し込
むことができる旨（無期転換申込機会）の明示が必要になります。3

就業場所・業務の変更の範囲の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入
れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」※1 について
も明示が必要になります。

１
全ての労働者に対する明示事項

有期契約労働者に対する明示事項等

詳しい情報や相談先はこちら

• 改正事項の詳細を知りたい → 厚生労働省ウェブサイト（①）

• 無期転換の取り組み事例や参考となる資料がほしい → 無期転換ポータルサイト（②）

• 今回の制度改正や労働条件明示、労働契約に関する民事上の紛争について

→ 都道府県労働局/監督課、雇用環境・均等部（室）、全国の労働基準監督署（③）

② ③

※1 「変更の範囲」とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲を指します。
※2 有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示（有期労働契約の締結、更新及び雇止めに

関する基準）
※3 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、

今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。
※4 労働契約法第3条第2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変

更すべきものとされています。

更新上限の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約
の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。2

無期転換後の労働条件の明示 【労働基準法施行規則第5条の改正】

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※３に、無期転換後の労働
条件の明示が必要になります。

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決
定するに当たって、他の通常の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタ
イム労働者）とのバランスを考慮した事項※4（例：業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲
など）について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

4
均衡を考慮した事項の説明 【雇止め告示※2の改正】

下記の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ
（更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで）説明することが必要になります。

ⅰ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

更新上限を新設・短縮する場合の説明 【雇止め告示※2の改正】

（注）無期転換ルールの適用を免れる意図をもって、無期転換申込権が発生する前の雇止めや契約期間中の解雇等を行
うことは、「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図る」という労働契約法第18条の趣旨に
照らして望ましいものではありません。

①
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（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 

１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（  ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

３ 更新上限の有無（無・有（更新  回まで／通算契約期間  年まで）） 
【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをすること
により、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）から、無期労働契約での雇用に転換することができ
る。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり） ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所 （雇入れ直後）           （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇入れ直後）           （変更の範囲） 

 
 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（            開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)

のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間

の組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 

（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く）  

モデル労働条件通知書 

（赤字は令和６年４月施行の

法令改正により明示が必要

となった事項） 
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 

３ 創業支援等措置（ 有（  歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 

４ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

５ 解雇の事由及び手続 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 

・中小企業退職金共済制度 

（加入している ， 加入していない） （※中小企業の場合） 

・企業年金制度（ 有（制度名           ） ， 無 ） 

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 

  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 

・その他（                                  ） 
 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも
の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か
ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない
労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合
は、無期転換申込権の発生については、特例的に本通知書の「契約期間」の「有期雇
用特別措置法による特例の対象者の場合」欄に明示したとおりとなります。 
 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 

※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者及び有期雇用労働者

の雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム・有期雇用労働法）第６条に基づく文書の交付を兼ねる

ものであること。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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労働時間適正把握ガイドライン

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指

示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者

の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる

ものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、

労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、

個別具体的に判断されるものである。

労働時間の考え方

始業・終業時刻の確認・記録

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認し、これ

を記録すること。（ガイドライン4（1））

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

自己申告により労働時間を把握する場合の措置

① 自己申告を行う労働者のみでなく、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等

ガイドラインに基づく措置について、十分な説明を行うこと。（ガイドライン4（3）ア・イ）

② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した事業場内

にいた時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をする

こと。（ガイドライン4（3）ウ・エ）

③ 労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはなら

ないことを改めて示し、さらに、労働者間で慣習的に過少申告が行われていないかについても確

認すること。（ガイドライン4（3）オ）

労働時間を管理する者の職務

事業場において労務管理を行う部署の責任者は、当該事業場内における労働時間の適正な把握等労

働時間管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図るこ

と。 （ガイドライン4（6））

労働時間等設定改善委員会等の活用

使用者は、事業場の労働時間管理の状況を踏まえ、必要に応じ労働時間等設定改善委員会等の労使

協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の

検討を行うこと。（ガイドライン4（7））
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